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(54)【発明の名称】 小型共焦点光学系

(57)【要約】
【課題】  反射率が低い被写体をも高いＳ／Ｎで観察で
きる小型共焦点光学系、特に内視鏡のチャンネルに挿入
可能な直視型の小型共焦点光学系を提供する。
【解決手段】  点光源を形成するための共焦点ピンホー
ルと、点光源からの光ビームを走査する光走査光学系２
と、光走査光学系２からの光ビームを被検面１２に集光
させる集光光学系４とを備え、光走査光学系２は少なく
とも一つの走査ミラーを含む反射面３を有し、反射面３
上に低反射領域を設ける。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  点光源を形成するための共焦点ピンホー
ルと、前記点光源からの光ビームを走査する光走査光学
系と、該光走査光学系からの光ビームを被検面に集光さ
せる集光光学系とを備え、前記光走査光学系は少なくと
も一つの走査ミラーを含む反射面を有し、該反射面上に
低反射領域を設けたことを特徴とする小型共焦点光学
系。
【請求項２】  請求項１に記載の小型共焦点光学系にお
いて、前記点光源からの光ビームの光軸と前記集光光学
系の光軸とが略平行に設定されている直視型の小型共焦
点光学系。
【請求項３】  請求項２に記載の小型共焦点光学系にお
いて、前記反射面は光線を９０度以上曲げることを特徴
とする小型共焦点光学系。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、小型共焦点光学
系、特に内視鏡のチャンネルを通じて使用される小型共
焦点光学系に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】内視鏡のチャンネルを通じて使用される
小型共焦点光学系は、特開平９－２３０２４８号公報や
特開平３－８７８０４号公報に開示されている。
【０００３】図８に示すように、光源部５１からの光は
４端子光カプラ５２に導入され、小型共焦点光学系５４
に導かれる。小型共焦点光学系５４にて被写体に集光
し、被写体で反射した光は小型共焦点光学系５４、４端
子カプラ５２と伝播し、光検出部５３にて検出される。
検出された光を処理部５５にて処理し、被写体の画像を
生成する。小型共焦点光学系５４は、図９に示されるよ
うに、その視野方向と光学系の長手方向（例えば挿入方
向）が直交している、いわゆる側視型の小型共焦点光学
系である。これら小型共焦点光学系を内視鏡のチャンネ
ルを通じて使用することで、人体内部の細胞レベルの観
察・診断ができる可能性がある。
【０００４】内視鏡は一般的に、長手方向（例えば挿入
方向）と視野方向とが一致する直視型であり、側視型の
小型共焦点光学系をこのような直視型の内視鏡のチャン
ネルを通じて使用する場合、共焦点光学系による観察範
囲を特定し難いという不便がある。図７に示すように、
一般に直視型である内視鏡に直視型の小型共焦点光学系
を使用することで、内視鏡対物レンズにより小型共焦点
光学系の位置や視野範囲を容易に確認できる。また所望
の被写体に小型焦点光学系の視野範囲を合わせることも
容易となる。よって、観察範囲の特定し易さや操作性の
良さから、その長手方向と視野方向が一致した直視型の
共焦点光学系が好適である。
【０００５】ところで、人体内部の細胞等の被写体は反
射率が低いため、細胞組織で反射して受光される信号光
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成分は非常に小さい。したがって、被写体に到達せずに
光学系内部のレンズ表面や反射面で反射してファイバに
直接戻るノイズ光成分を極力抑えることが重要である。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】本発明はこのような実
状を考慮してなされたものであり、その目的は、反射率
が低い被写体をも高いＳ／Ｎで観察できる小型共焦点光
学系、特に内視鏡のチャンネルに挿入可能な直視型の小
型共焦点光学系を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】（１）点光源を形成する
ための共焦点ピンホールと、前記点光源からの光ビーム
を走査する光走査光学系と、該光走査光学系からの光ビ
ームを被検面に集光させる集光光学系とを備え、前記光
走査光学系は少なくとも一つの走査ミラーを含む反射面
を有し、該反射面上に低反射領域を設けたことを特徴と
する小型共焦点光学系。
【０００８】（効果）ノイズ光成分を低反射領域で低減
できる。輪帯開口アパーチャ等の部材を必要としないの
で、部品点数が減り、組立て調整が容易になる。
（２）前記（１）項に記載の小型共焦点光学系におい
て、前記点光源からの光ビームの光軸と前記集光光学系
の光軸とが略平行に設定されている直視型の小型共焦点
光学系。
【０００９】（効果）直視型の内視鏡のチャンネル等を
通じて使用する場合に、操作性等の向上が得られる。
（３）前記（２）項に記載の小型共焦点光学系におい
て、前記反射面は光線を９０度以上曲げる（折り返す）
ことを特徴とする小型共焦点光学系。
（効果）光学系の全長を短くすることができる。
【００１０】（４）前記（１）項に記載の小型共焦点光
学系において、前記低反射領域は、光が透過する開口で
あることを特徴とする。
（効果）反射率が０になるので、ノイズ成分をさらに低
減することができる。
【００１１】（５）前記（１）項に記載の小型共焦点光
学系において、前記低反射領域は、前記反射面の中心に
配置されたことを特徴とする。
（効果）集光光学系の光軸近傍で発生するノイズ成分を
低減できる。
【００１２】（６）前記（１）項に記載の小型共焦点光
学系において、前記反射面と前記低反射領域とでは、異
なる方向に光を反射することを特徴とする。
（効果）反射面と低反射領域の反射率が同じでも、ノイ
ズ光成分を低減することができる。
【００１３】（７）前記（１）項に記載の小型共焦点光
学系において、前記点光源は光ファイバであり、該光フ
ァイバ端面は斜めにカットされていることを特徴とす
る。
（効果）光ファイバ端面で反射するノイズ光成分を低減
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することができる。
【００１４】（８）前記（７）項に記載の小型共焦点光
学系において、前記光ファイバを集光光学系の光軸に対
して傾け、前記光ファイバからの射出光の主光線と、前
記集光光学系の光軸とをほぼ平行に設定したことを特徴
とする。
【００１５】（効果）光ファイバから射出される光を効
率的に被写体に集光できる。
【００１６】
【発明の実施の形態】次に本発明の実施の形態につい
て、図示する実施例にもとづいて説明する。
（実施例１）図１に本発明の小型共焦点光学系の実施例
１の構成を示す。
【００１７】光源部５１（図８参照）から射出されたレ
ーザ光は４端子カプラ５２を経由してファイバ１に導入
される。ファイバ１から射出された光は、スキャンミラ
ー２の中心に配置されたφ80μｍの穴を通過し、レンズ
４の第1面に蒸着されたφ120μｍのミラー３で反射され
スキャンミラー２に向かう。スキャンミラー２に到達し
た光はスキャンミラー２で反射され、レンズ４で収束光
になり、カバーガラス５を透過し、被検面１２上に集光
される。被検面１２で反射された光は逆の順路を通って
ファイバ１に戻る。ファイバ１に戻った光は光検出部５
３に導かれて検知される。
【００１８】スキャンミラー２は、例えばマイクロマシ
ン技術を使用して製作されるジンバル構造のマイクロマ
シンミラーで構成される。このマイクロマシンミラー
は、ジンバル構造によって駆動可能に支持され、静電力
などを利用して駆動される。その結果、反射される光は
２次元的に走査され、被写体１２上の２次元画像を得る
ことができる。なお、スキャンミラー２の反射面は直径
φ460μｍであり、中心部にφ80μｍの穴が空いてい
る。
【００１９】この光学系においてファイバ１の端面のコ
アはピンホールとして機能しており、その結果、この光
学系は共焦点光学系となっている。共焦点の条件を満た
していれば、ファイバ１はシングルモードファイバであ
っても、マルチモードファイバであってもよい。
【００２０】本実施例ではノイズを低減するために、ミ
ラー３を図２のような構成にしている。φ120μｍの高
反射領域１３と、その中心部のφ20μｍの低反射領域１
４とを有している。低反射領域で反射された光は、スキ
ャンミラー２上ではφ80μｍとなる。
【００２１】低反射領域１４を設けることで、ファイバ
４から射出した光が、ミラー３で反射されファイバ１に
直接戻るノイズ光成分を低減することが可能となる。す
なわち、レンズ４の光軸近傍では、光がミラー３に垂直
に入射するために、反射光は入射光の逆の光路を通っ
て、ファイバ１の端面に直接戻るが、高反射領域１３の
中心部すなわち光軸近傍に低反射領域１４を設けること
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によって前述のノイズ光成分を低減できる。
【００２２】本実施例では、ミラー３で反射した光は、
ファイバ１の端面に相当する位置ではφ490μｍにな
る。低反射領域の反射率をＡ、ファイバ１のコア径をφ
8μｍとすると、ノイズ光の割合はＡ×（8μｍ／490μ
ｍ）2＝2.6Ａ×１０-4となる。生体の細胞等の反射率は
１０-4程度であるので、低反射領域１４の反射率を40％
以下にすれば、信号光強度よりもノイズ光強度を小さく
できる。
【００２３】ミラー３の製造方法としては、φ120μｍ
のアルミ蒸着を行なった後に、レーザ加工などによって
中心部φ20μｍのアルミ蒸着を除去する。このことによ
り、中心部φ20μｍはレンズ４のガラス面となるのでそ
の反射率を10％程度に低くできる。また、さらに反射防
止膜を生成することで反射率を１％以下にすることもで
きる。一方、高反射領域13のアルミ蒸着部の反射率は90
％程度である。
【００２４】ミラー３の別の製造方法として、φ１２０
μｍのアルミ蒸着を行なった後に中心部φ20μｍに酸化
クロム等の低反射率の物質を蒸着してもよい。また、φ
120μｍのアルミ蒸着を行った後に中心部φ20μｍの領
域に反射防止膜コートを生成してもよい。
【００２５】以下に本実施例の光学系の詳細を示す。フ
ァイバ１の先端とスキャンミラー２との間隔は0.07ｍ
ｍ、スキャンミラー２とレンズ４との間隔は0.855mｍ、
レンズ４の中肉厚は0.979mm、レンズ４とカバーガラス
５との間隔は0.2mm、カバーガラス５の厚みは0.3ｍｍ
で、カバーガラス５の材質はＢＫ７である。レンズ４の
屈折率はD-line（波長587.56ｎｍ）で1.81、アッベ数は
37.03である。レンズ４の外径は1.6ｍｍである。
【００２６】以下にレンズ４の形状を示す。
レンズ第１面形状（スキャンミラー２側）
RDY : 0.83878    K : 0.000000
A :－0.429914   B :‐0.137634  C :0.59999×10-1   
D :-0.140953×10
レンズ第２面形状（カバーガラス５側）
RDY : -0.88856    K : 0.000000
A :0.869421   B :-0.137634×10  C :0.15372×10   D
 :-0.644973
但し、RDYは曲率半径、Ｋ、A、・・・は、面形状を回転
対称な偶数次非球面に設定した場合の非球面係数であ
る。ここで、光軸方向をＺ方向とした時、面形状（各点
（Ｘ，Ｙ）でのＺ成分）は下記のように表される（以降
の実施例でも同様）。
【００２７】Ｚ＝(S2/RDY)/(1+(1-(K+1)×S2/RDY2)1/2)
+A×S4+B×S6+C×S8+D×S10・・・但し、S2=X2+Y2

ファイバ１、スキャンミラー２、レンズ４、カバーガラ
ス５等は、メカ鏡筒７に収められており、内視鏡に挿入
可能な小型共焦点光学系１１を構成している。図１に
は、スキャンミラー２を支持するミラー台６、ミラー２
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とレンズ４との間隔を決定する間隔環９、レンズ４とカ
バーガラス５との間隔を決定する間隔環10が示されてい
る。
【００２８】本実施例では、小型共焦点光学系１１の長
手方向（挿入方向）と視野方向とが一致した直視型の構
成となっている。内視鏡のチャンネルに挿入可能なプロ
ーブは、外径2mm～3mm程度と小型であるため、その長手
方向とファイバの長手方向とが一致することが望まし
い。本実施例では、ファイバ１の長手方向とレンズ４の
光軸とが平行（同軸）となっているために、容易に直視
型構成が実現できている。よって、直視型の内視鏡のチ
ャンネルに挿入して使用する場合には操作性の向上等が
見込まれる。また、光路が折り返す構成になっているた
めに光学系の全長を短くすることができる。このことに
より先端硬質長を短くできる。
【００２９】以上説明したように、本実施例では、ミラ
ー３の中心部に低反射領域14を設けることによってノイ
ズ成分を少なくすることができる。輪帯開口状アパーチ
ャ（特許2915919等に開示されている）等の遮光部材を
光学系内部に挿入することによってノイズ光成分を低減
する構成に比べて、本実施例はミラー３上に低反射率領
域を設けてノイズ低減をしているので部品点数を少なく
することができる。よって光学系の組立て等が容易とな
る。
【００３０】また、本実施例ではファイバ１とレンズ４
の間は光路が折り返す構成になっており光線が複雑に伝
播している。したがって輪帯開口状アパーチャ等の遮光
部材を光軸上に挿入すると、遮光部材を支持する部材等
による光線のケラレ、反射・散乱等が発生し、光学性能
の劣化といった問題が発生する。本実施例では、ミラー
３に直接、低反射領域14を設けることによってこのよう
な問題点を回避できている。
【００３１】なお、低反射領域１４の大きさは特に限定
するものではない。ファイバ１とレンズ４の位置決めを
高精度に行なえる構成であれば、低反射率領域１４の大
きさはφ20μｍよりも小さくてよい。位置決め精度が悪
い場合は低反射領域１４の大きさはφ20μｍ以上である
ことが望ましい。さらに、低反射領域１４の直径は、高
反射領域１３の直径の3分の１以下、すなわちφ40μｍ
以下であることが望ましい。
【００３２】また、低反射領域の位置も特に限定するも
のではない。本実施例では、ファイバ１の光軸とレンズ
４の光軸が一致した同軸タイプであるために、低反射領
域１４の位置をレンズ４の光軸上（高反射領域13の中
心）に設定している。しかしながら、ファイバ１の光軸
とレンズ４の光軸とが偏芯している光学構成の場合に
は、低反射領域１４の位置もレンズ４の光軸から偏芯さ
せることが望ましい。
【００３３】なお、低反射領域の定義は反射率に限定す
るものではない。すなわち、低反射領域14と高反射領域
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13の表面形状を互いに異なるものにすることによって低
反射領域14で反射した光がファイバ１に戻らない構成に
しても良い。この場合、低反射領域14の反射率が高反射
領域13と同等であってもノイズ光成分を低減することが
できる。例えば低反射領域14の表面形状を、レンズ４の
光軸に対して傾いている平面とすれば、低反射領域14で
反射した光はファイバ１に戻らない。低反射領域14の上
記の表面形状は、レンズ４を成形加工する際に形成すれ
ばよい。
【００３４】本実施例のファイバ１は図６（ａ）に示す
ように、ファイバ１の長手方向とファイバ端面とが直行
する構成になっている。しかしながら、図６（ｂ）に示
すようにファイバ端面を斜めにカットする構成を使用し
てもよい。ファイバ端面を斜めにカットすることで、フ
ァイバ端面で反射した光の伝播角度はファイバ開口数よ
りも大きくなるためにファイバを伝播しなくなる。よっ
てファイバ端面で発生するノイズ光成分を除去すること
ができる。
【００３５】ファイバ斜めカットを行なうと、図６
（ｂ）に示すようにファイバから射出される光が偏向
し、ファイバの長手方向と光の射出方向とが平行になら
ない。この場合は図６（ｃ）に示すようにファイバを傾
けて配置することで、ファイバからの光の射出方向とレ
ンズ４の光軸方向とを一致させてもよい。これによって
ファイバから射出される光を効率的に被写体１２に集光
することができ、被写体からの信号光成分を大きくする
ことができる。
【００３６】光源51（図８参照）には、半導体レーザ、
スーパールミネッセントダイオード等の可干渉性の低い
光源を用いることが望ましい。ノイズ光成分を十分に低
減できない場合、ノイズ光成分と被写体からの信号光成
分とが干渉し、信号光を分離できなくなる。光源51に可
干渉性の低い光源を使用することで干渉が発生しなくな
り、ノイズ光成分をバイアス成分として除去すること
で、信号光成分を抽出することができる。すなわち、光
検出器５３からの信号に対し、ノイズ光成分に相当する
バイアス信号を除去することで、被写体からの信号を抽
出することが可能となる。
（実施例２）図３に本発明の実施例２の構成を示す。
【００３７】ファイバ1５から射出された光は固定反射
ミラー１６により反射されて、スキャンミラー１７に向
かう。スキャンミラー１７に到達した光は、スキャンミ
ラー１７で反射され、レンズ１８で収束光になり、カバ
ーガラス１9を透過し、被写体２４上（被写体２４の特
定の深さ）に集光される。被写体２４上（被写体２４の
特定の深さ）で反射された光は逆の順路を通ってファイ
バー１５に戻る。
【００３８】スキャンミラー１７は、実施例１における
スキャンミラー２と同様に、例えばマイクロマシン技術
を使用して製作されるジンバル構造のマイクロマシンミ
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7
ラーで構成される。その結果、反射される光は2次元的
に走査され、被写体２４の特定深さでの2次元画像を得
ることができる。なお、この光学系においてファイバ１
5の端面のコアはピンホールとして機能しており、その
結果、この光学系は共焦点光学系となっている。
【００３９】本実施例では、スキャンミラー１７の構成
は図４に示すようにアルミ蒸着等で形成された高反射率
領域26と、その中心部の低反射率領域2５とから形成さ
れる。低反射率領域2５は開口としており、光線が透過
するので反射率を０にすることができる。このことによ
り、ファイバ１５から射出されレンズ18やカバーガラス
19の表面で反射されてファイバ１５に戻ることで生じる
ノイズ成分、特にレンズ18の光軸近傍からのノイズ成分
を除去することができる。また、低反射率領域25は、酸
化クロム等の低反射率物質等を蒸着してもよいし、反射
防止膜等を行なってもよい。
【００４０】レンズ18及びカバーガラス１9の表面に反
射防止膜コートを施すことでも前記ノイズ成分を低減す
ることは可能である。しかしながら、カバーガラス19の
被写体24側の面には上述の反射防止処理を施すことは困
難である。すなわち、内視鏡に併用して人体内部を観察
する場合、カバーガラス１9の被写体側の面には体液が
付着したり、被写体に密着して観察すること等により、
カバーガラス19の被写体側の面には様々な屈折率の物質
が密着するために、最適な反射防止膜の設計を行なうこ
とは困難である。よって、カバーガラス１9の被写体側
の面では反射率は数％程度になるためノイズ発生の原因
となる。また、レンズ18の表面及びカバーガラス19のレ
ンズ１8側の面においても、光源の波長を変える場合、
反射防止膜コートの設計波長からずれるために反射防止
膜の性能が劣化する。本実施例ではこれらのノイズ光成
分も除去できる。
【００４１】以下に本実施例の光学系の詳細を示す。フ
ァイバ１５先端からレンズ18までの光路長は2.428ｍ
ｍ、レンズ18の中肉厚は1.009mm、レンズ18とカバーガ
ラス19との間隔は0.4mm、カバーガラス19の厚みは0.3ｍ
ｍ、カバーガラス19の材質はＢＫ７である。レンズ４の
屈折率はD-line（波長587.56ｎｍ）で1.81、アッベ数は
37.03である。またレンズ4の外径は1.6ｍｍである。
【００４２】以下にレンズ４の形状を示す。
レンズ第1面形状（スキャンミラー17側）
RDY : 0.86640   K : 0.000000
A  :-0.390053   B  :‐0.141334   C  :-0.961103  D
 :-0.32909×10-1

レンズ第２面形状（カバーガラス19側）
RDY  -0.91840   K : 0.000000
A :0.831111   B :-0.219902×10  C :0.387789×10   
D :-0.267905×10
ファイバ15、固定ミラー１6、スキャンミラー17、レン
ズ18、カバーガラス19は、メカ鏡筒21に収められてお
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り、内視鏡に挿入可能な小型共焦点光学系23を構成して
いる。図３には、スキャンミラー17を支持するミラー台
20、レンズ18とカバーガラス19との間隔を決定する間隔
環２２が示されている。
【００４３】本実施例も、実施例１と同様にファイバ15
の長手方向とレンズ18の光軸が平行となっているために
容易に直視型構成が実現できており、実施例１と同様な
作用効果が得られる。
【００４４】以上説明したように、本実施例では、スキ
ャンミラー17の中心部に低反射領域２５を設けることに
よって、レンズ１８や、カバーガラス１９の表面（透過
面）で発生するノイズ光成分を少なくすることができ
る。
【００４５】また、輪帯開口状アパーチャ等の遮光部材
を光学系内部に挿入することでノイズ光成分を低減する
構成と比べて、本実施例はスキャンミラー面上に低反射
領域を設けてノイズ低減をしているので部品点数を少な
くすることができる。よって光学系の組立て等が容易と
なる。
【００４６】また、本実施例ではファイバ15とレンズ18
との間は光路が折り返す構成になっており光線が複雑に
伝播している。したがって、遮光部材を光軸上に挿入す
ると遮光部材を支持する部材等による光線のケラレ、反
射・散乱等が発生し、光学性能の劣化といった問題が発
生するが、本実施例ではスキャンミラー17の中心部に低
反射領域25を設けることによってこのような問題点を回
避できている。
【００４７】本実施例では、低反射領域2５をスキャン
ミラー17に設けているが、固定ミラー１6に設けても同
様の効果が得られる。また、ミラー16をスキャンミラ
ー、スキャンミラー17を固定ミラーとしてもよい。
【００４８】さらに、実施例１と同様に、低反射領域25
の大きさや位置は、特に限定するものではない。また、
実施例１と同様に、低反射領域25の定義は反射率に限定
するものではない。例えば、低反射領域25を構成する平
面と高反射領域26を構成する平面とが互いに傾いた状態
にしておけばよい。すなわち、低反射領域25で反射した
光がレンズ18に到達してもファイバに戻らない構成にす
ればよい。この場合、低反射領域25の反射率が高反射領
域26と同等であってもノイズ光成分を除去することがで
きる。
【００４９】また、実施例１と同様に、ファイバ15の構
成は図６の何れの構成をとってもよい。
（実施例３）図５に本発明の実施例３の構成を示す。
【００５０】ファイバ27から射出された光はスキャンミ
ラー28により反射されて、レンズ29で収束光になり、カ
バーガラス３０を透過し、被検面３１上に集光される。
被検面３１で反射された光は逆の順路を通ってファイバ
ー２７に戻る。
【００５１】本実施例においても、スキャンミラー28は
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実施例２のスキャンミラー17と同等の構成にすればよ
い。低反射率領域25により、レンズ２９、カバーガラス
３０の表面から発生するノイズ光成分を低減することが
できる。
【００５２】以下に本実施例の光学系の詳細を示す。フ
ァイバ27の先端からレンズ29までの光路長は2.5ｍｍ、
レンズ２９の中肉厚は1.001mm、レンズ２９とカバーガ
ラス３０との間隔は0.2mm、カバーガラス３０の厚みは
0.3ｍｍ、カバーガラス３０の材質はＢＫ７である。レ
ンズ２９の屈折率はD-line（波長587.56ｎｍ）で1.81、
アッベ数は37.03である。 またレンズ２９の外径は1.6
ｍｍである。
【００５３】以下にレンズ２９の形状を示す。
レンズ第1面形状（スキャンミラー28側）
RDY : 0.86041     K : 0.000000
A :-0.392370   B :-0.12787     C :-0.974708     D
 :-0.159410
レンズ第２面形状（カバーガラス30側）
RDY : -0.92330    K : 0.000000
A :0.834066  B :-0.222425×10  C :0.387380×10   D
 :-0.266492×10
ファイバ27、スキャンミラー28、レンズ29、カバーガラ
ス30は、メカ鏡筒32に収められており、内視鏡チャンネ
ルに挿入可能な小型共焦点光学系35を構成している。図
５には、スキャンミラー２８を支持するミラー台３３、
レンズ29とカバーガラス30との間隔を決定する間隔環３
４が示されている。本実施例では、小型共焦点光学系3
５の長手方向（挿入方向）と視野方向が直交した側視型
構成となっている。
【００５４】本実施例では、実施例２と同様に、スキャ
ンミラー28の中心部に低反射領域25（開口）を設けてい
る。このことによって側視型の光学構成においてもノイ
ズ光成分を少なくすることができる。
【００５５】また輪帯開口状アパーチャ等の遮光部材を
光学系内部に挿入することでノイズ光成分を低減する構
成と比べて、本実施例はスキャンミラー面上に低反射率
領域を設けてノイズ低減をしているので部品点数を少な
くすることができる。よって光学系の組立て等が容易と
なる。
【００５６】また、実施例２と同様に、低反射率領域25
の大きさと位置は、特に限定するものではない。また、
実施例１と同様に、ファイバ27の構成は図６の何れの構
成をとってもよい。特許請求の範囲に記載する小型共焦
点光学系の他、次の各項に記載する小型共焦点光学系も
本発明の目的を達成し得る。
【００５７】（１）  特許請求の範囲の請求項１に記載
の小型共焦点光学系において、前記低反射領域は、光が
透過する開口であることを特徴とする小型共焦点光学
系。
（２）  特許請求の範囲の請求項１に記載の小型共焦点*
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*光学系において、前記低反射領域は、前記反射面の中心
に配置されたことを特徴とする小型共焦点光学系。
【００５８】（３）  特許請求の範囲の請求項１に記載
の小型共焦点光学系において、前記反射面と前記低反射
領域では、異なる方向に光を反射することを特徴とする
小型共焦点光学系。
【００５９】（４）  特許請求の範囲の請求項１に記載
の小型共焦点光学系において、前記点光源は光ファイバ
であり、該光ファイバ端面は斜めにカットされているこ
とを特徴とする小型共焦点光学系。
【００６０】（５）  前記（４）項に記載の小型共焦点
光学系において、前記光ファイバを集光光学系の光軸に
対して傾け、前記光ファイバからの射出光の主光線と、
前記集光光学系の光軸とをほぼ平行に設定したことを特
徴とする小型共焦点光学系。
【００６１】
【発明の効果】本発明によれば、反射率が低い被写体を
も高いＳ／Ｎで観察できる小型共焦点光学系、特に内視
鏡のチャンネルに挿入可能な直視型の小型共焦点光学系
を提供し得る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例１の構成を示す図である。
【図２】本発明の実施例１のミラーの構成を示す図であ
る。
【図３】本発明の実施例２の構成を示す図である。
【図４】本発明の実施例２のスキャンミラーの構成を示
す図である。
【図５】本発明の実施例３の構成を示す図である。
【図６】本発明の各実施例のファイバの構成を示す図で
ある。
【図７】直視型内視鏡に直視型共焦点光学系を使用した
場合の図である。
【図８】共焦点光学装置の原理を示す図である。
【図９】側視型小型共焦点光学系の従来例を示す図であ
る。
【符号の説明】
１、１５、２７    ファイバ
２、１７、２８    スキャンミラー
３    ミラー
４、１８、２９    レンズ
５、１９、３０    カバーガラス
６、２０、３３    ミラー台
７、２１、３２    メカ鏡筒
９、１０、２２、３４    間隔環
１１、２３、３５、５４    小型共焦点光学系
１２、３１    被検面
１３、２６    高反射領域
１４、２５    低反射領域
１６    固定反射ミラー
２４    被写体
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５１    光源部
５２    ４端子光カプラ *
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*５３    光検出部
５５    処理部

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】 【図７】

【図９】
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